
告 示

�愛媛県告示第８１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

今治市菊間町長坂地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２８年７月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・長坂第２地区）計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２８年７月６日から８月３日まで

３ 縦覧場所

今治市役所本庁及び菊間支所

�������
�愛媛県告示第８１６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２８年７月５日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

松山市岩崎町一丁目７番地７号

２ 埋立区域

� 位置

２工区の９

松山市大可賀３丁目１４６６番の地先公有水面

� 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び３２の地点と３１の地点とを結

んだ線により囲まれた区域

基点（松山市南吉田町無番地の国土地理院松山空港四等三角

点）は、北緯３３度５０分０１秒２３９、東経１３２度４１分３９秒１２７の地点

３１の地点は、基点から真北１３度３３分１４秒１，５４９．４７メートルの

地点

６の地点は、３１の地点から真北３０１度５３分２７秒２３０．２０メート

ルの地点

７の地点は、６の地点から真北２１２度０５分４９秒１６．９８メートル

の地点

８の地点は、７の地点から真北３０２度０７分００秒２１．７２メートル

の地点

５６の地点は、８の地点から真北９度１３分１９秒２１１．１７メートル

の地点

５５の地点は、５６の地点から真北１２１度２５分１６秒１１４．３７メート

ルの地点

５７の地点は、５５の地点から真北９度１４分０７秒１．３３メートルの

地点

３８の地点は、５７の地点から真北１２２度０４分２６秒１０８．０４メート

ルの地点

３６の地点は、３８の地点から真北１２１度５８分５６秒１０．５２メートル

の地点

発 行 愛 媛 県
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人事委員会公告

３４の地点は、３６の地点から真北２１７度０４分３８秒８．６８メートル

の地点

３３の地点は、３４の地点から真北１８４度０２分２７秒１５５．４６メート

ルの地点

３２の地点は、３３の地点から真北１５７度０３分１８秒３５．６６メートル

の地点

� 面積

４３，４３６．８８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成８年３月１４日 愛媛県指令７港第４９２号

４ しゅん功認可年月日

平成２８年７月５日

�������
�愛媛県告示第８１７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２８年７月５日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２８年６月２３日

３ 指定道路の位置

西予市宇和町卯之町四丁目２１６番の一部、２１７番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２１．３３メートル

� 幅員 ４．２５メートル

�愛媛県告示第８１８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年７月５日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県人事委員会公告第５号
平成２８年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公告

平成２８年７月５日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内 電話（０８９）９１２－２８２６
�
�
�
�愛媛県職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

なお、申込み後の試験区分の変更はできません。

また、同一日に試験を実施する他の愛媛県職員採用候補者試験と重複して申し込むことはできません。

� 初級

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

一 般 事 務 １３人程度
知事部局、教育委員会事務局等の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤

務し、一般事務に従事します。

警 察 事 務 ２人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

� 資格免許職

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

程

度

大
学
卒
業

司 書 １人程度
議会事務局、教育委員会事務局の本庁又は図書館に勤務し、図書資料の収集・分類・整理、

図書の貸出し等の業務に従事します。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８南大土（開）第５４３号

平成２８年６月２３日

喜多郡内子町内子１５２９番１、１５２９番５、１５３２番１、１５３２番２、１５３２番３、

１５３２番４、１５３２番５、１５３２番６、１５３２番１・１５３２番２・１５３２番５地先里道・

水路

松山市湊町四丁目４番地１

伊予鉄道株式会社

代表取締役 清 水 一 郎

愛 媛 県 報平成２８年７月５日 第２７８７号
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卒
業
程
度

短
期
大
学

歯 科 衛 生 士 １人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、口腔衛生指導、歯科保健事業の

推進、歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等の業務に従事します。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

ただし、資格免許職については、日本の国籍を有しない者であっても、次のいずれかに該当する者は受験することができます。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定められている特

別永住者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� それぞれの試験について、次に該当する者

ア 初級

試 験 区 分 受 験 資 格

一 般 事 務 平成７年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除

く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び平成２９年３月末日までに大学

等を卒業する見込みの者は、除く。）警 察 事 務

イ 資格免許職

試 験 区 分 受 験 資 格

司 書

� 次のいずれかに該当する者

ア 昭和５７年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者

イ 平成７年４月２日以降に生まれた者で、大学等を卒業した者又は大学等を平成２９年３月末日までに卒業する見込みの者

� 司書の資格を有する者又は平成２９年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

歯 科 衛 生 士
� 昭和５７年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた者

� 歯科衛生士の免許を有する者又は平成２９年４月末日までにこの免許を取得する見込みの者

３ 試験の日時、試験会場及び合格発表

区分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第

１

次

試

験

初

級

平成２８年９月２５日

（日曜日）

受付時間
�
�
�
�
�
�
�
�
�

午前８時１５時～午前９時

�
�
�
�
�
�
�
�
�

※遅刻した場合は受験で

きません。

午前９時１５分～

午後０時
愛媛県庁

（松山市一番町四丁目４番地２）

１０月中旬

第１次試験当日にお知らせします。資
格
免
許
職

午前９時１５分～

午後３時３０分

第
２
次
試
験

１０月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

初

級
教 養 試 験 ５０点

高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解

答時間２時間）

資

格

免

許

職

教 養 試 験 ５０点
各試験区分に応じ、大学卒業程度又は短期大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆

記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

専 門 試 験 ４０点

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、筆記試験を行います。（択一式４０

題、解答時間２時間）

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

愛 媛 県 報平成２８年７月５日 第２７８７号
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第
２
次
試
験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、初級については教養試験の得点、資格免許職については教養試験と専門試験の合計得点の高い順に決定します。

ただし、各試験のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。なお、その際、初級については、

第１次試験の得点を９０点満点に換算します。また、第２次試験の各試験種目、検査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合

には、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験及び専門試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

平成２８年８月１８日（木）午前８時３０分から９月５日（月）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

には、８月２９日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。９月１６日（金）までに

電子メールが届かない場合には、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載

されます。

この名簿は、原則として、平成２９年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ選考を行い、決

定します。したがって、名簿に記載された者が全て採用されるとは限りません。

� 資格免許職については、所定の時期までに資格又は免許を取得しなかった場合は、採用されません。

� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。

８ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

初 級

一 般 事 務

行政職給料表１級７号給 １４７，３１３円

警 察 事 務
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資 格 免 許 職

司 書 行政職給料表１級２７号給 １８０，７３０円

歯 科 衛 生 士

（短大３年制課程卒業）
医療職給料表�１級１９号給 １７６，０１３円

歯 科 衛 生 士

（短大２年制課程卒業）
医療職給料表�１級１３号給 １６４，５７４円

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、午前８時３０分（合格発表当日は、合格発表後）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しく

ださい。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者
第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試

験種目がある者については、順位に代えて当該試験種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

総合得点及び総合順位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目又は検

査種目がある者については、総合順位に代えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

別表（４関係） 専 門 試 験 （資格免許職）の 出 題 分 野

試験区分 出 題 分 野

司 書
生涯学習概論、図書館概論（図書館制度を含む。）、図書館経営論、図書館サービス論、情報サービス論、図書館情報資源論、情

報資源組織論、児童サービス論

歯 科 衛 生 士
人体（歯・口腔を除く。）の構造と機能、歯・口腔の構造と機能、疾病の成り立ち及び回復過程の促進、歯・口腔の健康と予防に

関わる人間と社会の仕組み、歯科衛生士概論、臨床歯科医学、歯科予防処置論、歯科保健指導論、歯科診療補助論

�愛媛県人事委員会公告第６号
平成２８年度身体障がい者を対象とした愛媛県職員採用候補者（初級）試験公告

平成２８年７月５日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内 電話（０８９）９１２－２８２６
�
�
�
�愛媛県職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

なお、申込み後の試験区分の変更はできません。

また、同一日に試験を実施する他の愛媛県職員採用候補者試験と重複して申し込むことはできません。

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

一 般 事 務 若干名
知事部局、教育委員会事務局等の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤

務し、一般事務に従事します。

警 察 事 務 若干名 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

２ 受験資格

� 昭和５７年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者

� 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から６級までの者

� 自力により通勤（家族等による送迎を含む。）が可能で、かつ、介護者なしに職務の遂行が可能な者

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者
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３ 試験の日時、試験会場及び合格発表

区分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次

試 験

平成２８年９月２５日（日曜日）

午前９時１５分から午後０時まで

受付時間
�
�
�
�
�
�
�

午前８時１５分～午前９時

�
�
�
�
�
�
�

※遅刻した場合は受験できません。

愛媛県庁

（松山市一番町四丁目４番地２）

１０月中旬

第１次試験当日にお知らせします。

第２次

試 験

１０月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

※ 点字による受験の場合は、第１次試験の終了時間が異なります。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第１次

試 験
教 養 試 験 ４０点

高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式４０題、解

答時間２時間（点字による受験の場合は、解答時間３時間））

第２次

試 験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、一定の基準に達しない場合には、得点にかかわらず不合格と

なります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。なお、その際、第１次試験の得点

を９０点満点に換算します。また、第２次試験の口述試験、作文試験のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、総合得点にか

かわらず不合格となります。

	 第２次試験では、身体障害者手帳の持参が必要です。


 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

平成２８年８月１８日（木）午前８時３０分から９月５日（月）午後５時１５分まで

※ 障がいの状況等により、インターネットにより申し込むことができない事情がある場合には、８月２９日（月）までに愛媛県人事

委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

� 申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子メ

ールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

	 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）


 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

愛 媛 県 報平成２８年７月５日 第２７８７号
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� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。９月１６日（金）までに

電子メールが届かない場合には、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

※ 障がいの状況等により、申込者本人の署名が困難な場合は、代筆での記入を認めます。（その場合、代筆者の氏名も記入してく

ださい。）

７ 受験時の配慮について

試験は、点字又は拡大文字による受験ができます。点字又は拡大文字による受験希望の有無（点字受験用の機器（点字器、点字タイプ

ライター等）やルーペ等の使用の有無を含む。）のほか、車椅子や補助具等の使用の有無、駐車場利用希望の有無、その他受験にあたっ

て希望する事項については、受験申込みの際に「受験にあたっての要望事項」欄に必ず入力してください。

なお、使用する補助具等は、各自で用意のうえ試験当日に持参してください。

教養試験問題は、通常文字は１１ポイント程度、拡大文字は１４ポイント程度です。

８ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載されます。

この名簿は、原則として、平成２９年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ選考を行い、決定します。したが

って、名簿に記載された者が全て採用されるとは限りません。

９ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

一 般 事 務
行政職給料表１級７号給 １４７，３１３円

警 察 事 務

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

１０ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、午前８時３０分（合格発表当日は、合格発表後）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しく

ださい。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者 第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない場合は、その旨）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順

位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目がある者については、総合

順位に代えて当該試験種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

�愛媛県人事委員会公告第７号
平成２８年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験公告

平成２８年７月５日

愛媛県人事委員会
�
�
�
�

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内 電話（０８９）９１２－２８２６
�
�
�
�愛媛県職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容
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試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

少 年 補 導 職 員 １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、少年補導、保護活動、支援活動、広報活動等の業務に従事します。

２ 受験資格

� 次のいずれかに該当する者

ア 昭和５６年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者

イ 平成７年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）若しくはこれと同等

と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成２９年３月末日までに卒業する見込みの者

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 次のいずれかに該当する者

ア 教員免許を有する者又は平成２９年３月末日までにこの免許を取得する見込みの者

イ 学校教育法による大学（短期大学を含む。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものにおいて、児童心理学、発達心理学、教育

心理学、青年心理学、臨床心理学その他の心理学を修学した者又はこれらを平成２９年３月末日までに修学する見込みの者

３ 試験の日時、試験会場及び合格発表

区 分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

平成２８年９月２５日（日曜日）

午前９時１５分から午後０時まで

受付時間
�
�
�
�
�
�
�

午前８時１５時～午前９時

�
�
�
�
�
�
	

遅刻した場合は受験できません。

愛媛県庁

（松山市一番町四丁目４番地２）

１０月中旬

第１次試験当日にお知らせします。

第 ２ 次 試 験
１０月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

第
２
次
試
験

口 述 試 験 １６８点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３２点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、一定の基準に達しない場合には、得点にかかわらず不合格と

なります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験種目、

検査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

愛 媛 県 報平成２８年７月５日 第２７８７号
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平成２８年８月１８日（木）午前８時３０分から９月５日（月）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

には、８月２９日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。９月１６日（金）までに

電子メールが届かない場合には、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県少年補導職員採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載されます。

この名簿は、原則として、平成２９年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、名簿に記載された者が全

て採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県警察本部において、少年補導職員として必要な教養を受け、警察本部又は警察署に配置されます。

８ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、行政職給料表１級２７号給（現行給料

月額１８０，７３０円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支

給されます。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、午前８時３０分（合格発表当日は、合格発表後）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しく

ださい。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者 第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない場合は、その旨）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順

位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある者につ

いては、総合順位に代えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

�愛媛県人事委員会公告第８号
平成２８年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成２８年７月５日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容
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試 験 区 分 都 府 県 名 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

高 校 卒 程 度

愛 媛 県 ４２人程度

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締りその他公安の維持に従事します。

警 視 庁 ２人程度

神 奈 川 県 ３人程度

大 阪 府 ５人程度

兵 庫 県 ２人程度

第２志望まで選択することができますが、第１志望は必ず愛媛県としてください。愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はな

かったものとみなします。

また、申込み後の志望都府県の変更はできません。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和６１年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた男子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

又はこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び大学等を平成２９年３月末日までに卒業

する見込みの者は、除く。）

ただし、警視庁の受験資格（生年月日）は「昭和６１年１０月１７日から平成１１年４月１日まで」です。これに該当しない場合は、警視庁

を第２志望とすることはできません。

また、大学等に相当するものについては、他の都府県によっては愛媛県と異なる場合がありますので、志望する都府県に直接問い合

わせてください。

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

体 力 試 験
（愛媛県のみ） ２０点

職務遂行に必要な体力について、試験を行います。

種 目 基 準

反復横とび ５０回以上／２０秒間

握力 ４５�以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間

腕立て伏せ ３０回以上

２０ｍシャトルラン ６５回以上

※基準に達しない種目が２種目以上ある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

スポーツ加点
（愛媛県のみ） ５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します。（詳細は、別表「加点の申
請について」を参照）

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）

スポーツ歴
全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）で、日本選
手権、国民体育大会、大学選手権、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会又はこれ
らに準ずる大会への選手としての出場経験

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。
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第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －

職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○職務遂行に支障がないこと。

※検査の結果によっては、再検査を行った上で判定します。

� 第１次試験合格者は、第１次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第１次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に

達しない種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に達しな

い種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験の１日目は、体力試験及び身体検査に適した服装で来てください。

※ 教養試験以外の試験方法や基準等は愛媛県のものです。他の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

別表 加点の申請について

項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道 ○講道館が認定した段位を証明する書類の写
し

受験申込時にスポーツ加点を申請する旨を入力した上で、「スポーツ加点申請書」及び
「証明書類」を、簡易書留郵便による郵送又は持参により愛媛県人事委員会事務局へ提出し
てください。（提出期限：平成２８年９月５日（月）午後５時１５分（必着））
スポーツ歴の全国大会参加の証明書類として、「出身校による全国大会参加証明書（原本）」
以外の書類を提出された場合は、原本確認又は追加書類の提出を求める場合があります。
（この場合、第１次試験（１日目）当日の受付終了時までに証明書類の原本又は追加書類を
提出してください。）
なお、次のいずれかに該当する場合は、加点しません。
� 加点基準を満たさない場合（基準を満たす事実が確認できない場合を含む。）
� 受験申込時に、スポーツ加点を申請する旨の入力がない場合（申込み完了後の申込内
容の変更はできませんので注意してください。）

� 期限までに「スポーツ加点申請書」及び「証明書類」の提出がない場合（申請書と証
明書類両方の提出が必要です。また、証明書類の原本確認又は追加書類の提出に応じら
れない場合も加点しません。）

剣 道 ○全日本剣道連盟が認定した段位を証明する
書類の写し

スポーツ歴

○出身校による全国大会参加証明書（原本）
又は
○次の�、�の両方が証明できる書類の写し
� 地区予選を経た全国大会であること
� 大会に選手として出場したこと
※�は基準で例示している全国大会の場合は
不要

※�は氏名、大会名及び開催年月が明記され
たものであること

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 試験・検査種目 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次試験

平成２８年１０月１５日（土）
午前８時３０分から午後５時３０分までのうち
人事委員会が指定する時間
（遅刻した場合は受験できません。）

体 力 試 験

身 体 検 査
松山北高等学校

（松山市文京町４番地１号）

１０月下旬

第１次試験当日にお知らせします。平成２８年１０月１６日（日）
午前９時から午後０時まで

�
�
�
受付時間：午前８時から午前８時４５分	�


遅刻した場合は受験できません。

教 養 試 験

第２次試験
１１月中旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月上旬

体力試験及び身体検査の受付時間は、受験票に記載します。（「６ 受験票の交付」参照）

愛媛県の合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページにも掲載します。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

平成２８年８月１８日（木）午前８時３０分から９月５日（月）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

には、８月２９日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受
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付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。１０月７日（金）までに

電子メールが届かない場合には、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、体力試験及び身体検査の受付時間など記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が

署名して第１次試験受験の際に必ず持参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記

載されます。

この名簿は、原則として、平成２９年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、名簿に記載された者が全

て採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０か月間初任教養を受けた後、県内各警察署に配置さ

れます。

� 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職給料表１級１３

号給（現行給料月額１８４，８４４円）、高校卒程度で公安職給料表１級５号給（現行給料月額１７０，４９４円）が支給され、このほか該当者に対

しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、午前８時３０分（合格発表当日は、合格発表後）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しく

ださい。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある者については、順位に代

えて当該試験種目名又は検査種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間
愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある者については、順位に代

えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

※ 愛媛県以外の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

１０ 問い合わせ先等
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スポーツ加点申請書

提 出 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３・２６２６・２６２７

フリーダイヤル ０１２０－２０４－７２４

愛 媛 県 以 外 の

都 府 県 に 関 す る

問 い 合 わ せ 先

警視庁採用センター

電話 ０１２０－３１４－３７２

神奈川県警察本部警務課採用係

電話 ０１２０－０３－４１４５

大阪府警察官採用センター

電話 ０１２０－３７０－３１４

兵庫県警察官採用センター

電話 ０１２０－１４５－３１４

�愛媛県人事委員会公告第９号
平成２８年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験公告

平成２８年７月５日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

高 校 卒 程 度 ６人程度
個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公

安の維持に従事します。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和６１年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた女子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

又はこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び大学等を平成２９年３月末日までに卒業

する見込みの者は、除く。）

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

体 力 試 験 ２０点

職務遂行に必要な体力について、試験を行います。

種 目 基 準

反復横とび ４０回以上／２０秒間

握力 ２５�以上（左右の平均）

上体起こし １５回以上／３０秒間

腕立て伏せ １５回以上

２０ｍシャトルラン ３５回以上

※基準に達しない種目が２種目以上ある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

スポーツ加点 ５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します。（詳細は、別表「加点の申
請について」を参照）

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）
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スポーツ歴
全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）で、日本選
手権、国民体育大会、大学選手権、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会又はこれ
らに準ずる大会への選手としての出場経験

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －

職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○職務遂行に支障がないこと。

※検査の結果によっては、再検査を行った上で判定します。

� 第１次試験合格者は、第１次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第１次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に

達しない種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に達しな

い種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験の１日目は、体力試験及び身体検査に適した服装で来てください。

別表 加点の申請について

項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道 ○講道館が認定した段位を証明する書類の写
し

受験申込時にスポーツ加点を申請する旨を入力した上で、「スポーツ加点申請書」及び
「証明書類」を、簡易書留郵便による郵送又は持参により愛媛県人事委員会事務局へ提出し
てください。（提出期限：平成２８年９月５日（月）午後５時１５分（必着））
スポーツ歴の全国大会参加の証明書類として、「出身校による全国大会参加証明書（原本）」
以外の書類を提出された場合は、原本確認又は追加書類の提出を求める場合があります。
（この場合、第１次試験（１日目）当日の受付終了時までに証明書類の原本又は追加書類を
提出してください。）
なお、次のいずれかに該当する場合は、加点しません。
� 加点基準を満たさない場合（基準を満たす事実が確認できない場合を含む。）
� 受験申込時に、スポーツ加点を申請する旨の入力がない場合（申込み完了後の申込内
容の変更はできませんので注意してください。）

� 期限までに「スポーツ加点申請書」及び「証明書類」の提出がない場合（申請書と証
明書類両方の提出が必要です。また、証明書類の原本確認又は追加書類の提出に応じら
れない場合も加点しません。）

剣 道 ○全日本剣道連盟が認定した段位を証明する
書類の写し

スポーツ歴

○出身校による全国大会参加証明書（原本）
又は
○次の�、�の両方が証明できる書類の写し
� 地区予選を経た全国大会であること
� 大会に選手として出場したこと
※�は基準で例示している全国大会の場合は
不要

※�は氏名、大会名及び開催年月が明記され
たものであること

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 試験・検査種目 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次試験

平成２８年１０月１５日（土）
午前８時３０分から午後５時３０分までのうち
人事委員会が指定する時間
（遅刻した場合は受験できません。）

体 力 試 験

身 体 検 査
松山北高等学校

（松山市文京町４番地１号）

１０月下旬

第１次試験当日にお知らせします。平成２８年１０月１６日（日）
午前９時から午後０時まで

�
�
�
受付時間：午前８時から午前８時４５分	�


遅刻した場合は受験できません。

教 養 試 験

第２次試験
１１月中旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月上旬
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体力試験及び身体検査の受付時間は、受験票に記載します。（「６ 受験票の交付」参照）

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページにも掲載します。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

平成２８年８月１８日（木）午前８時３０分から９月５日（月）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

には、８月２９日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。（必ず電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。１０月７日（金）までに

電子メールが届かない場合には、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、体力試験及び身体検査の受付時間など記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が

署名して第１次試験受験の際に必ず持参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記

載されます。

この名簿は、原則として、平成２９年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、名簿に記載された者が全

て採用されるとは限りません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０か月間初任教養を受けた後、県内各警察署に配置さ

れます。

� 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。

８ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職給料表１級１３

号給（現行給料月額１８４，８４４円）、高校卒程度で公安職給料表１級５号給（現行給料月額１７０，４９４円）が支給され、このほか該当者に対

しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、午前８時３０分（合格発表当日は、合格発表後）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接お越しく

ださい。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある者については、順位に代

えて当該試験種目名又は検査種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間
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選挙管理委員会告示

雑 報
�愛媛県選挙管理委員会告示第４４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２８年７月５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９２，４０４

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，８４９

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４９，０５１

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�公 告

平成２８年度行政書士試験の実施について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定により愛

媛県知事から一般財団法人行政書士試験研究センターに委任された

行政書士試験について、行政書士試験の施行に関する定め（平成１１

年自治省告示第２５０号）第８に基づき、次のとおり公示します。

平成２８年７月５日

一般財団法人行政書士試験研究センター

理事長 磯 部 力

１ 試験期日

平成２８年１１月１３日（日）午後１時から午後４時まで

２ 愛媛県における試験場所

松山市大可賀２－１－２８ アイテムえひめ

３ 試験の科目及び方法

� 試験の科目

試験科目 内 容 等

行政書士の業務に

関し必要な法令等

（出題数 ４６題）

憲法、行政法（行政法の一般的な法

理論、行政手続法、行政不服審査法、

行政事件訴訟法、国家賠償法及び地

方自治法を中心とする。）、民法、

商法及び基礎法学の中からそれぞれ

出題し、法令については、平成２８年

４月１日現在施行されている法令に

関して出題します。

行政書士の業務に

関連する一般知識

等

（出題数 １４題）

政治・経済・社会、情報通信・個人

情報保護、文章理解

� 試験の方法

ア 試験は、筆記試験によって行います。

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある者については、順位に代

えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

愛媛県人事委員会

事 務 局

１０ 問い合わせ先等

スポーツ加点申請書

提 出 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３・２６２６・２６２７

フリーダイヤル ０１２０－２０４－７２４

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，２３１ １４，７４４

南 宇 和 郡 ２０，１６０ ６，７２０

松山市・上浮穴郡 ４４０，４１０ １４０，０６９

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４４，７４４ ４８，２４８

宇和島市・北宇和郡 ８１，８３１ ２７，２７７

八幡浜市・西宇和郡 ４０，２０５ １３，４０２

新 居 浜 市 １０２，０６７ ３４，０２３

西 条 市 ９３，６５４ ３１，２１８

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５３，６０４ １７，８６８

伊 予 市 ３２，１８０ １０，７２７

四 国 中 央 市 ７５，９９３ ２５，３３１

西 予 市 ３４，８９７ １１，６３３

東 温 市 ２８，４２８ ９，４７６
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択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」

は択一式とします。

※ 記述式は、４０字程度で記述するものを出題します。

４ 受験手数料

７，０００円

受験手数料の払込み方法については、試験案内を御覧ください。

なお、払込みに要する費用は、受験申込者の負担となります。

また、一旦払い込まれた受験手数料は、天災等の事由により、

試験を実施しないこととした場合等以外は返還しません。

５ 受験手続

� 郵送による受験申込み

ア 受付期間

平成２８年８月１日（月）から９月２日（金）まで

イ 受付場所

一般財団法人行政書士試験研究センター

受験願書と一緒に配布する封筒により必ず簡易書留郵便で

郵送してください（あて先は印刷されています。）。９月２

日の消印があるものまで受け付けます。

ウ 提出書類

受験願書一式（配布場所についてはエを御覧ください。）

エ 試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配布場所

� 郵送配布

配布期間 平成２８年８月１日（月）から８月２６日（金）

まで

郵送を希望する方は、１４０円分の切手を貼った、あて先

明記の返信用封筒（角形２号：Ａ４サイズの用紙が折らず

に入る大きさ）を同封した上、封筒の表に「願書請求」と

朱書きして、次のあて先まで郵便で請求してください（８

月２６日必着のこと。）。

名称等 一般財団法人行政書士試験研究センター

（あて先） 〒１００－８７７９

日本郵便株式会社 銀座郵便局留

� 窓口配布

ａ 配布期間

平成２８年８月１日（月）から９月２日（金）まで

ｂ 配布場所

別表に掲げる場所

� インターネットによる受験申込み

ア 受験申込み画面への入力

� 顔写真の画像データ（高さ４：幅３の割合のもの）を用

意してください。

� 一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページ

（http://gyosei-shiken.or.jp）からインターネット出願画

面に接続し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく入力

してください。

なお、申込完了メール不着等インターネット出願システ

ムに関するお問い合わせ先は、ホームページに登載します。

イ 受付期間

� 平成２８年８月１日（月）午前９時から８月３０日（火）午

後５時まで

この出願システムは、８月３０日（火）午後５時で終了し

ます。午後５時までに入力を完了していないと、接続中

（入力中）であっても申込みができなくなりますので御注

意ください。

� 受付最終日（８月３０日（火））は大変混雑し、インター

ネットが繋がりにくくなることが予想されますので、余裕

を持って早めに申し込んでください。

ウ 受験手数料の払込み

� 受験手数料は、クレジットカード（申込者本人名義のも

のに限ります。）又はコンビニエンスストアで払い込んで

ください。

� 利用できるクレジットカード

ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、ＵＣ、ＪＣＢ、アメリカン・

エキスプレス、Ｄｉｎｅｒｓ

� 利用できるコンビニエンスストア

セブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、セイ

コーマート、サークルＫ、サンクス、ミニストップ、デイ

リーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、スリーエフ

� 連絡先（問い合わせ先）

一般財団法人行政書士試験研究センター

郵便番号 １０２―００８２

所在地 東京都千代田区一番町２５番地

全国町村議員会館３階

電話番号 ０３―３２６３―７７００

６ 特例措置の実施

� 身体の機能に障がいのある方等で、車椅子の使用、補聴器の

使用、拡大鏡の持込みなど、受験に際して必要な措置を希望さ

れる方には、障がい等の状況により希望される措置を行うこと

があります。

� 受験に際して必要な措置を希望される場合は、受験申込み

（「郵送による受験申込み」又は「インターネットによる受験

申込み」）をする前に、必ず当センターまで御相談ください。

７ 合格発表の日時及び方法

� 日時

平成２９年１月３１日（火）午前９時

� 方法

一般財団法人行政書士試験研究センター事務所の掲示板に合

格者の受験番号を公示（掲示）します。なお、公示後、受験者

には合否通知書を郵送します。また、一般財団法人行政書士試

験研究センターのホームページ（http://gyosei-shiken.or.jp）

でも合格者の受験番号を公表（公表開始時間は、合格発表日の

午前中）します。

別表（５関係） 愛媛県における試験案内及び受験願書の配布場所

配布場所 所 在 地 配布時間

愛媛県総務部総務管理

局私学文書課

松山市一番町４－４

－２

午前８時

３０分から

午後５時

１５分まで

愛媛県東予地方局総務

企画部総務県民課

西条市喜多川７９６－

１

愛媛県東予地方局今治

支局総務県民室

今治市旭町１－４－

９

愛媛県中予地方局総務

企画部総務県民課
松山市北持田町１３２

愛媛県南予地方局八幡

浜支局総務県民室

八幡浜市北浜１－３

－３７

愛媛県南予地方局総務

企画部総務県民課

宇和島市天神町７－

１
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愛媛県行政書士会 松山市錦町９８－１

愛媛県行政書士会館

午前９時

から午後

５時まで

注 土曜日及び日曜日は、配布しません。

平成２８年７月５日 発行
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